
仕様書 

 

１ 調達内容 

  「京の伝統文化・木育ひろば」（仮称）に係る物品の調達。（みやこ杣木を

使用した床パネル、滑り台等）。ただし、搬入、組立、調整作業を含む。 

 

２ 調達物品（規格等）  

  別添のとおり（別紙資料、別図） 

 

３ 納入期限 

  令和７年１０月３１日（金） 

  ※納入日時については本市担当者と事前調整を行うこと。 

 

４ 納入場所 

  京都市北区役所 西庁舎１階（京都市北区紫野西御所田町５６） 

 

５ 製品に求める主な規格・仕様 

⑴ 製品本体及び付属品は全て新品とすること。 

⑵ 京都市地域産材「みやこ杣木」認証材※を使用すること。 

北山丸太については商標シールが貼付けられた認証材を使用すること。 

※京都市地域産材「みやこ杣木」とは、「京都市木材地産表示制度実施要綱」第２条に規 

定する京都市認証木材をいう。 

⑶ 塗料、接着剤についてはＦ☆☆☆☆の基準に基づいた製品を使用すること。 

⑷ 使用する木材は、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」 

に基づき、合法性が確認された木材を使用すること。ねじれ、割れ、欠 

け、腐れ、害虫等の不良のない木材を使用すること。また、十分乾燥を行 

った材料を使用すること。 

⑸ 乳幼児が頻回に使用することを考慮し、見え掛かりの部分の角面は面取 

り加工を施す等、安全性に十分配慮すること。 

⑹ 木材及び木質材料について、組立て後に狂いやわれ等の欠陥が生じない 

ような構造であること。 

 

  



６ 特記事項 

⑴ 搬入について  

ア 納品にあたっては、建物、施設及び他の本市所有物品に破損や汚損等

の損害を与えないよう注意し必要な養生を行うこと。万一、損害を与え

た場合は直ちに本市担当者へ報告の上、速やかに現状復旧すること。ま

た、その費用については受注者において負担すること。 

イ 納品に際して発生した廃棄物等の処理については、関係法令等に従い

受注者の責任において処理すること。 

ウ 納品後、速やかに次の２点の書類を提出すること 

(ｱ)納品書 

 (ｲ)みやこ杣木使用を証明する書類（木材産地が分かる出荷証明書） 

 

⑵ その他 

ア  製品の搬入、組立、調整作業に要する費用は、本調達に含まれるもの 

とする。 

  イ 本調達の範囲内で、第三者が権利を有する意匠権等を利用する場合は、

受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾

契約に係る一切の手続きを行うこと。 

   ウ 本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合及び仕様書に定めのない事項

については、本市担当者と協議のうえ決定すること。契約後における仕様

書の疑義は本市の解釈によるものとする。 

 

  



■別紙資料 （別図参照） 

 品名 規格（サイズ）㎜ 仕様等 数量 

１ 木製 床パネル 

（京たたみ） 

サイズ 

2100×2100×120mm 

 

京たたみ（ヘリ有り） 

700×700×55mm 

・みやこ杣木を使用すること 

・化粧部分はヒノキを使用すること 

・見え掛かり部分の角面は、面取り加工を施すなど 

安全性にも十分配慮すること 

・木部は水性クリア塗装仕上げであること（アルコール

消毒が可能であること） 

・各パネルは分離し、移動やレイアウト変更が可能であ 

ること 

・京たたみを１枚入れること  

畳表は国産い草を使用すること 

藁床であること 

ヘリの色・柄・素材は発注者と協議し、決定すること 

北区内の事業者で「京もの認定工芸士」の有資格者

による製造であること 

１式 

２ 木製 床パネル 

（西陣織 ORIBEKKO） 

サイズ 

2100×2100×120mm 

 

西陣織 ORIBEKKO パネル 

700×700mm 

・みやこ杣木を使用すること 

・化粧部分はヒノキを使用すること 

・見え掛かり部分の角面は、面取り加工を施すなど 

安全性にも十分配慮すること 

・木部は水性クリア塗装仕上げであること（アルコール

消毒が可能であること） 

・各パネルは分離し、移動やレイアウト変更が可能であ 

ること 

・西陣織 ORIBEKKO で作られたパネル 1 枚を入れること 

 織物の柄・色等は発注者と協議し、決定すること 

１式 

３ 滑り台 サイズ 

2300×500×510mm 

・みやこ杣木を使用すること 

・化粧部分はヒノキを使用すること 

・見え掛かり部分の角面は、面取り加工を施すなど 

安全性にも十分配慮すること 

・水性クリア塗装仕上げであること（アルコール消毒が

可能であること） 

・乳幼児が使用することを考慮し、安全に配慮した構造 

であること（勾配、転倒防止等） 

１台 

 



■別図 


